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精 神 障 害 者 の 家 族 支 援 に つ い て の 文 献 研 究

－ 歴 史 的 経 緯 と 当 事 者 研 究 か ら 支 援 の 方 向 性 を 探 る －

佐 々 木 裕 子 ・早 川 由 美

要 旨 社会福祉基礎構造改革 の中、精神障害者福祉 も地域福祉へ ・利用契約制度へ とパ ラ

ダイム転換が図 られ、利用者主体が大きくうたわれ ている。,しか し精神障害者福祉の分野

は歴史 も浅く、地域生活の支援 ・推進 も困難な状況にある。その精神障害者 支援の鍵 を探

すため、家族の支援 とい う視点か ら、論 じていきたい。

精神障害者の過去の歴 史は、人権 が踏みに じられた ものだ った。近代以降、歴史的に ど

のよ うに処遇を受けてきたのか、最近研究 も増 えている。 しか しその影 で、家族に とって

も困難 な歴史であったこ とが隠 され ている。第1章 では、精神障害 に関す る法や制度の流

れ を家族 の視点で経過を辿 り、家族 が どの よ うに捉 え られてきたのかに注 目す る。第2章

では、心理教育 と家族会 とい う視点か ら、家族が病 因 として捉え られた時代か ら治療 の対

象を経て、支援 の対象へ と移行 した経過 を辿った。 さらに家族会の変遷 を法制度 との関連

に着 目し辿 り、その上で家族会が担った役割 に注 目 し、現在の課題 と今後の支援のあ り方

について提言 した。第3章 では、当事者研究 とい う取 り組み に注 目し、研究 当事者 とその

家族の関係 を考察 し、その研 究内容か ら家族支援 に生かす方向性 を模索 し、家族支援 の新

たな視点の鍵 を提言 したい。

【は じめに】

社会福祉基礎構造改革の中、様々な分野で市場原理が導入され、措置か ら利用契約制度へ と大

き くパ ラダイム転換が図 られている。その中で、精神障害者福祉の分野 も地域福祉へ ・利用契約

制度へ と転換 され、利用者主体が大きくうたわれている。

精神障害者福祉の分野は、諸外国か らの意見と人権に関する考 え方の変化や、高騰す る医療費

の削減 目的 と精神医療の進歩 などと環境が変化 し、精神障害者を入院治療中心 ・社会的入院生活

か ら、自宅や地域で生活す ることができるように、社会復帰 ・社会参加 ・地域生活 を支援す る方

針 に、政策転換 されている。それ は、1999年 に改正 された精神保健福祉法に基づいて、利用契約

制度による様々な社会復帰事業や 、地域対策 ・居宅支援事業などが開始 されていることにも表れ

ている。

しか し、 「施設収容か ら地域支援」を推進するとい う流れはあるものの、現状の制度では地域

生活を送る精神障害者へのサー ビスは充足 している とは言いがたい。その結果、精神障害者の地

域生活を支援 ・推進す る上で、精神障害者 を支える家族に大きな負担を与えているといえる。社

会資源の不足か ら選択肢は少なく、いまだ地域で暮 らす精神障害者の生活において、家族の役割
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は規定され、様 々な面で負担を強い られ ている。改めて家族 について考え直す ことは、今後の精

神障害者福祉を考える上で意味があると考える。

こうした状況の中、様々な精神障害者福祉に対する取 り組みや、精神障害者 自身がサバイバー

とい う当事者 として自身を講演で語るとい う機会なども増 えている。そ うした実践の一つに、精

神障害者が 「自立」を図る際に、家族か ら物理的 ・心理的に距離 を保 ち、精神障害者が 「強めら

れていく」過程がある。 この 自立の過程はどのようなもので、家族はその過程にどのように関わ

れば良いのだろ うか。

これ までの家族療法や家族支援のアプ ローチ とされた もの と、この当事者の 自立の過程は異な

る関わ りが述べ られてお り、この家族支援過程の具体化の必要性 を感 じる。

そこで本稿では、第1章 では、精神障害者の方の流れを家族の視点で追いながら、どのように

捉えられてきたかを捉 え直す。そ して前章では、家族会 とその支援の変遷か ら、家族病因論か ら

家族支援への移 り変わ りと、家族会のあり方を検討 し、家族 の負担を浮き彫 りにす る。 第3章 で、

精神障害者の当事者研究を検討 し、精神障害当事者 ・家族関係に着眼 し、当事者研究を家族支援

に生かす方向性 を模索する。

【第1章 歴史的背景 精神障害者の家族に注 目した法 と制度の流れ】

ここでは精神病者に関す る法や制度の流れを家族の視点でその経過 を追い、家族が どのよ うに

捉えられてきたか、注 目す る。

1.精 神病者監護法以前

わが国最古の法典 ・大宝律令の再編成版 「養老律令」(718年)に は、障害者に関す る記載 も含

まれている。 「残疾」 とい う軽度障害 ・「癈疾」 とい う中度障害 ・「篤疾」 とい う重度障害の3区

分で、 「癲狂」 として 「人が妄につかれ狂 におかされ止む ときがない」 とい う精神障害 も重度 に

含まれ、税制上の優遇処置や犯罪時の減刑が記載 されている。家族に関 しては 「看護人は一人、

子孫ない しは近親の者をあて る」 とされ、障害者の対象規定や 「福祉的処遇」 とともに、家族看

護の方針が この時代 にすでに規定 されていたといえるω(2)。

江戸時代に入ると、精神病者 には、加持祈祷や冷水療法、 日常生活 ・作業療法な どが行なわれ、

数人か ら数十人の精神病者が寺の宿坊や近 くの茶屋 ・宿屋 ・民家 に滞在 し世話 を受ける 「保養

所」 も始まった。 こ うした保養所で家族は、患者 を保養所に連れてきた り、「患者の様子を見か

ねて縛 り付けた」「実父が患者 に付 き添い起居 を共 に し、熱心に看護」な ど、実際 に患者 と寝食

共にした家族 もあったようだが、詳細は不明であるω。

1874(明 治7)年 「恤救規則」が、「扶養する者のいない者」を 自活不能な救貧対象 ととらえ自

助 ・相互扶助を勧め、本人 ・家族 ・周囲の責任で救貧の努力を促す とい う公的責任を回避する最

初の制度 として制定 された。 また1875(明 治8)年 最初の公立病院 ・京都癲 狂院が設立 され、宿

屋 の精神病者預か りは廃止 となった。
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2.「 精神病者監護法」制定:1900(明 治33)年

精神病者か ら人と社会を守 るとい う、社会治安 ・防衛的視点により私宅監置 を合法化 とい う、

精神病者に関する近代最初の法律 として制定。 この法律では、家族に 「監護義務者」 として、精

神病者を保護拘束す る責任を持たせた。

「監護義務者」 とは、後見人 ・配偶者 ・親権 を行 う父母 ・戸主 ・親族会で選任 した4親 等以内

の親族 とされた。 「監護義務者」の家族は、警察を経て行政に願い出て許可を得なくてはな らな

かった。 さらに監護 に関する費用は、被監護者(当 事者)負 担で、困難なときは 「監護義務者」

である家族の負担 となった。 その結果、私宅監置は増加 した。

3.「 精神病院法」制定:1919(大 正8)年

呉秀三により 「精神病者の私宅監置の実態調査」が行われ、その悲惨な結果を基に公立精神病

院の設置が求められ制定 された。 この調査結果を5段 階に区分 され、その区分の事例は以下の通

りであるω(5)(6)。

「最佳 良」区分の事例 は、裕福な家庭 の男性 ・戸主で、妻が監護義務者で妻子が世話 していた。

「普通」の事例は、中流家庭である。 「不良」「はなはだ不良者」の事例は、不潔な環境に起居 し

衣服 もなく、栄養状態 も資産状況 も悪い家庭である。 「はなはだ不良者」のある事例は、監護義

務者 の高齢の母親 と二人暮 らしである。 さらに 「市区町村長の監護扶養 ・補助 を受けるもの」は、

精神病者 と身体障害者の親子で恤 救規則の対象者で、 「患者は家族によって一室に閉 じ込め られ

ている」 と表現された。以上の結果 より、家族 は 「患者の入院によ り家族は物質的 ・精神的に利

益を得 る」 とされ 、国家は 「患者を入院収容することで犯罪を防止 でき、国家 ・社会はその安

寧 ・秩序が守 られる」 とされ、公立病院の設置が促 された。

4.「 精神衛生法」制定:1950(昭 和25)年

精神病者 ・精神薄弱者 ・精神病質者を対象 とし、精神病の発生予防 ・精神的健康の保持向上の

考え方を導入 した。精神病院法の隔離収容主義 を受 け継ぎ、都道府県に精神病院 ・精神衛生相談

所の設置を義務化 した。

家族 に関 しては、精神病者を保護する者の名称が 「保護義務者」にな り、①治療を受けさせ、

② 自傷他害 を起 こさないよう監督 し、③財産上の利益を保護 し、④診断が正 しく行われるように

・ 医師の指示 に従 うことと、治療協力者 としての義務内容が示 された。加 えて、 自傷他害のおそれ

がある精神病者を 「保護義務者」が保護拘束できるとし、 「医療保護 ・同意 ・仮入院」について

は、本人の同意がないままに、保護義務者の同意で入院 「できる」 とされた。 これ らは、一見家

族の権利 が増えたよ うに見 えるが、実は精神病者 の入院に家族対処を要求する、治療協力者の義

務役割規定の新たな明文化 と言 える。

また、精神病者やその疑いのある者 を知 った者(一 般の人)は 誰でも、その者の診察や保護を

都道府県知事に申請できたが(23条)、 その申請書類 は保護者 の住所氏名の記載が必要で、家族

に精神病者の処遇への関与を要求 したものである。

5。 「精神衛生法」改正:1965(昭 和40)年

95

N工工一ElectrOnlcLlbrarySe-vlce



NaqOyaCityUniversity

l963(昭 和38)年 、精神病者の全国実態調査が行われ、放置患者の多さが指摘 され、地域精神

医療を理想 として法改正 され た。疾病0)発 生予防か ら治療 ・社会復帰までの一貫 した施策で、①

保健所 を地域医療の第一線機 関とし、②精神衛生センター設置、③在宅者の医療確保のため通院

医療費公費負担制度、④措置入院制度の改善が行なわれた。 この改正を基に 「保健所における精

神衛生業務 について」の厚生省通達1963(昭 和38)年 が出され、1966(昭 和41)年 ～1968(昭 和

43)年 にかけて、各都道府県や名古屋市に精神衛生相談員が配置され、保健所で精 神保健事業や

社会復帰事業、デイケアや集 団療法が開始 された。

家族 に対 しては、患者に関す る支援 としての危機的介入は行われたが、あくまで も精神病 当事

者を対象 とした精神保健業務であ り、直接的な家族支援の事業ではなかった。名古屋市において

も、1979(昭 和54)年 「保健所精神衛生業務運営実施要綱」が策定され、精神病者の 「家族教

室」が開始 された。その目的は、精神病者の社会復帰のため、家族を含めた地域への 「普及啓蒙

活動 であ り、家族への教育 ・支援ではなかった。 ここか ら家族は、治療協力者に加 え、援助者

(ケアの提供者)と い う役割 も担った と言えよ う。

この精神衛生法改正の年に、全国精神障害者家族会連合会(全 家連)が 設立 し(後 述)、1985

(昭和60)年 名古屋市に も精神病者の家族会が成立 した。(以 下の記述では 「精神障害者」 とす

る)ωQ

6.「 精神保健法」成立:1988(昭 和63)年

1980年 代 、地域 リハ ビリテー シ ョンが立ち後れている現状 に対 して、 「精神障害者の社会復帰

と福祉 に関す る法制度の改正 ・整備 を要求す る草の根運動」が活発化 した。また患者虐待 ・死亡

事件が起 こ り法改正を余儀なくされ 、人権擁護 と適正な医療 と保護の確保 と、社会復帰の促進 と、

精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図る観点か ら成立 した。精神障害者の人権

と社会復帰の促進 を柱 として、施設福祉一辺倒から社会復帰制度に関す る制度;コ ミュニテ ィへ

とい う方向性 が初めて示 された。

家族 に関 しては、改定 され ている項 目はな く、名古屋市では1989(平 成元)年 、家族交流会を

催 している。

7。 「精神保健法」改正:1993(平 成5)年

主な改正点は、①社会復帰に配慮 し、地域に即 した創意工夫 と地域住民の理解 と協力を得る、

②グループホーム法定化、③精神障害者社会復帰促進センター設立、④ 対象の定義が 「精神分裂

病 ・中毒性精神病 ・精神薄弱 ・精神病質その他の精神疾患」であった。

家族に関 しては、保護義務者は 「保護者」にな り(20条)、 精神障害者 を引き取る際は、精神

病院 ・社会復帰施設の長に 「精神障害者の社会復帰の促進に関 し、相談援助を求めることができ

る」 と権利が設けられた。 さらに 「精神障害者 と同居の保護者」は、「負担軽減のため」、保健所

が訪 問指導するとい うケアの対象化 とされた。 しか しこの対象は、母子家庭 ・要介護 高齢者 ・発

達障害児など、家族構成員に何 らかのケースワー クを必要 とする事例がいる場合な ど、限定 され

ていた。
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8.「 精神保健および精神障害者福祉に関す る法律」(精 神保健福祉法)制 定:1995(平 成7)年

ノーマ ライゼーシ ョンの考え方 ・国連主義 を踏 まえ、1993(平 成5)年 「障害者基本法」、

1994(平 成6)年 「地域保健法」、1995(平 成7)年 障害者プランの策定が行われ、本法は制定

された。 「精神障害者の 自立の促進 と社会経済活動への参加の促進のために必要な支援 を行 う」

とい う福祉理念が加え られ、精神障害者を福祉対象者 とし、障害手帳が交付 され た。社会復帰施

設 ・福祉 ・教育施設や地域生活援助事業を充実 させ、国民は精神障害者に協力するよ うに努 める

こととされた。家族に対す る相談指導な どの、地域精神保健福祉施策が盛 り込 まれた。

9.精 神保健福祉法改正:1999(平 成11)年

精神障害者の人権に配慮 し適正な医療 と保護を確保 し、社会復帰の一層の推進を図 り、在宅精

神障害者に対す る福祉事業を市町村で推進する体制を整備す るとし、保護者の義務の軽減が挙げ

られた。それは、①精神障害者の自傷他害防止監督義務の廃止、② 自身の意思で継続医療を受け

ている患者の保護者の義務免除等、である。在宅福祉事業 として、地域生活支援事業(グ ループ

ホーム)、 精神障害者居宅介護等事業(ホ ームヘルプ)、 精神障害者短期入所事業(シ ョー トステ

ィ)が 創設 された。精神障害者の居住生活 を支援 し、間接的に家族負担の軽減に繋が り得 るであ

ろう。 しか しこれ らはすべて努力 目標であ り、義務ではない。実施可能かは、個々の自治体の裁

量に任 され、様 々な状況の中、どれだけ実践可能が不確かである。

10.歴 史的変遷の中、家族が背負わ されたことの検討

精神障害者の家族看護に注 目し、法や制度の歴史を見ると、実に養老律令の時点で 「家族は看

護す る者」 とされ、その後 も、家族は常に管理 ・世話 を期待 されている。

近代においても、家族は常に社会治安のために患者 を監護 し、治療協力者 として役割を担って

きた。法に記載の 「保護者」 とは=「 家族」が多 く、現在 もある家族の負担は、表1か らも明 ら

かである。家族 は、監護義務者 として 自分の家族を守 り、社会防衛 と治安を維持 し社会を守ると

い う 「ダブルスタンダー ド」の立場 をとらされている。加 えて原則家族扶養で、経済的な負担 も

家族が背負い、 どうしても困難な場合のみ社会扶養 とい う、恤救規則 と何 ら変わ りない状況で、

処遇は家族依存 となっている。そんな状況にもかかわ らず、精神障害者の実態調査では、ひ どい

監護状況や結果 を、家族のみに背負わせ批判 している。いくつ もの義務が絡みあった複雑な環境

の中で、障害者 の人生全てを家族が背負 う結果に至 っている。

精神衛 生法の成立で、家族等の持つ役割は、 「保護義務者」 とい う名称にな り、若干印象は和

らいだが、治療協力な どの義務内容に変更はなく、家族が担 う負担は解消 されていない。具体的

には、「家族 は○○ができる」 と権利規定 されていて も、実際には 「○○ しなさい」 とい う義務

に匹敵す る内容 でもある。

また精神衛生法の改正時、精神衛生相談員が配置 され支援業務が開始 されたが、家族は支援の

対象者になり得ず、それ どころか、精神保健事業の普及啓蒙活動の一貫として社会復帰や社会参

加の地盤作 りの役割 を担い、一番身近なケア提供者 となっている。家族は、精神障害者 とともに、

様々な苦悩が予測 され るのにもかかわらず、障害者 の対応 ・対処の責任 を求め られ、ケアの対象
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者 として歴史の中で規定 されていない。社会援護策もない中で、治療上の責任 ・周囲への啓蒙活

動 ・経済的扶養 ・活動の場作 り ・就労の場の確保に至 るまで、まさに包括的に精神障害者の家族

の人生の責務を担わ され、ステ ィグマ も負い続けてい る。

家族がケアの対象 として初めて規定 されたのは、精神保健福祉法でのことである。終わ りの見

えない治療協力者 として期待されてきたことを思 うと、家族に対 しての福祉施策がないままに、

これまでの経過に大きな疑問を感 じ、その苦悩を思いや らずにはい られない。精神障害者の家族

は、家族の発病に驚き衝撃を受け、理解困難な状況に右往左往 し、手立てを考え対応 し、精神障

害ではないことを願 い困惑 しながら医療機 関を受診する。病名を告知 され 、はか り知れない苦悩

を味わい、自身の家族への関わ りを後悔 し、、発病の理由を探 し困 り果てる。いつかは自然に治 ら

ないか期待 しながら、近隣周囲への迷惑に頭を下げ、治療 ・経済 ・対応 と行 き詰 まりながら、何

とか治療や施策に乗れた ところで、法制上の役割期待である。何 らかの支援策がなければ、家族

自身のエ ンパワメン ト・人権復古は起こり得ない。そこで、改正精神保健福祉法で、不十分なが

ら 「保護者の義務軽減」 とい う施策が挙げ られたことは、重要である。 しか し家族への負担はま

だ存在 し、治療協力者 ・福祉提供者 として期待 されていることも事実である。介護保険が導入 さ

れ、高齢者介護が家族か ら社会介護へと価値転換 を果たそ うとしているように、今後精神障害者

支援 も、家族か ら社会扶養 ・責務 ・支援へ とパ ラダイム転換が図 られ ることが望 ましい と考える。

これ まで家族の視点で歴 史を見通 した ものは数少ない。人権が奪われてきた障害当事者の歴 史

を考えることは重大である。 しか し家族 は障害者の影で、多くの責務 を背負ってきた。個人 とし

てではなく、「精神障害者 の家族」 とい うステ レオ タイプ化 されたスティグマの中で生 きること

を強いられ、生きる ・生活に困難 を生 じ続け、パ ワレスされてきた。 こうした社会的死に追いや

られそ うな状況にあった歴 史や法制度が、家族を支援対象 としてこなかった事を念頭に置き、今

後の家族支援を考え実践す ることが必要 と考える。

表1現 在定められている保護者の役割

① 精神障害者に治療 を受 けさせ ること

② 精神障害者に財産上の利益を保護す ること

③ 精神障害者の診断が正 しく行われるよ うに医師に協力す ること

④ 精神障害者に医療 を受け させ るには、医師の指示に したが うこと

⑤ 精神障害者の通院医療費公費負担制度を、保健所長 を経 て申請できること

⑥ 精神障害者の医療保護入院について、精神病院の管理者に同意できること

⑦ 精神病院に入院中の者の退院 ・処遇改善を都道府県知事に請求できること

⑧ 措置入院か らの退院 ・仮退院者 を引き取 り、仮退院者の保護にあたっては当該病院の管

理者 の指示に従 うこと。必要があれば、精神病院やその関連社会復帰施設に相談 し、援助

を求められること
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【第2章 家族会 と家 族支援 の変 遷 】

精神 障害者 の家 族 は、前 記 して きた よ うに支援 され る機 会は 、乏 しいま ま経 過 してい る。 この

間 「家 族 会」 の機 能 は、 「家族 が 互い に癒 しあい ・思 い を共有 しあい ・情 報 交換 を しあい ・学 習

しあ う」場 であ る と認識 され て きた。

しか し最近 の 医療 環境 の変 化 に よ り、入院 よ り外 来 治療へ ・医療 よ り福 祉へ と精神 障害者 福祉

を シフ トされ て い るが 、精神 障害者 が地 域生 活 を送 る上で の受 け皿 が不足 してい る ことは、障 害

者 プ ラ ンで示 され てい る通 りで ある。 こ うした状 況の 中で再度 家族 を 「ケア の担 い手 と して」 育

て社会 に出す こ とが、障 害 当事者 に最 も好 ま しい ことであ り、経 済的 に も効果 的で あ ると され 、

実 践が試 み られ てい る。

現在 もこの件 に考 え られ て い る精神 障 害者 の家族 は 、障害者 の治療 ・ケア を進 め る上 で専門的

には どの よ うに捉 え られ て きたの だ ろ うか。 その 「家族 支援 の経過 」 を簡 単 に振 り返 る。

1.家 族 病因 か ら家 族支援 へ

精 神障 害者 を抱 え る家族 を考 える とき、 これ まで行 われ た統 合失調 症 の家族 につ いて の研 究 を

忘れ て はな らない。 そ こには脳 と遺伝 を病 因 とす る見方 のア ンチテ ーゼ と して 、研究 が進 んで い

った背景 があ る。

統 合失調 症 の家族 の研 究は 、古 くは1940年 代 に始 ま った、家族 を病 因 とす る考 え方 に 由来 す る。

Fromm。Reichmannの 「分 裂病 を生み 出す 母親 」(schizophrenogenic　 mother)は 中で も有名 な概念 で

あ る。 この概念 は 「親 の病 理 」が病 気 を生み 出す とい うもので あ る(8)。1950年 代 な る と、 この概

念 は 「二重拘 束理 論 」(double　 bind　theory)を 代 表 とす る両親 との 関係 性 が原 因 であ る とす る考

え方 へ と発展 して い く(9)。 この考 え方 を追 求す る家族 研 究や 、 家族 関係 の変 化 を図 ろ う とす る

家族療 法 が盛 ん に試 み られ る こととな り、家族 が統合 失調症 の病 因 と して受 け止 め られ る傾 向 に

な ってい った と言 える。1960年 頃に な る と、家族 と再発 との 関係 とい う新 たな視 点が登 場す る。

これ はBrownが 否 定的 な感 情 表 現 が 高 い家 族 ほ ど再 発率 が 高 い こ とを 明 らか に し、 これ をEE

(Expressed　 Emotion:感 情 表 出)と 名 づ けた。1970年 代 にな る と、家族 に対す る研 究や 家族療 法

の理論 は 、家 族 を病 因 とす る視 点か ら、精神 障 害者 の家族 を、機 能 不全 に陥 ってい る 「機 能 不全

家族」 とす るものへ と変化 す る。1980年 代 に はシ ステ ムズ ・アプ ローチが 活発 に行われ る よ うに

な り、心理 教 育(psychoeducation)やSST(Social　 skill　training)が 体系化 され て い った。1990年

代か らは 、家族 自身 が問題 を解 決す る力 を持 ってお り、 その力 を引き出す エ ンパ ワメ ン トす る と

い う考 えが受 け入 れ られ る よ うに な った。

こ うしてみ てみ る と、家族 に対す る見方 の変 化が わか る。 当初 、家族 は病因 か ら治療 の対 象 、

'そ して徐
々に支援 の対 象へ と移 り変 わ ってい る。 では現在 の家 族支援 は 、 どの よ うな ものが挙 げ

られ 、 どの よ うな もの を必 要 と して い るので あろ うか。

2.家 族支援 と心 理教 育

心 理教 育 とは、 再発 に 関連 が あ る と言 わ れ るEEを 低 下 させ る 目的 で行 われ る もので あ り、 家

族 支援 の一 つ と して位 置づ け られて い る。 家族 に対 し、知識や 情報 の提供 ・コ ミュニケー シ ョン
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や問題解決 といった、対処能力の援助を 目的 としている。 これはAnderson(1980)が 最初に実践

し、様々な応用が加 えられ た(1°)。

こうした心理教育は、 日本においては、家族の交流 を主 とした家族教室 を中心 として発展 して

いる。それは地域社会資源が乏 しく、病院を退院 した患者のその後の生活は、家族が世話をする

とい う背景がある。 当初の家族教室は、現在のあ り方と異な り家族病因論の立場 を取 り、精神分

析的な視点を重視 し、疾病の学習及び家族内で発病の原因探 しを行い、 さらにその啓蒙活動を行

っていた。1970年 代後半以降、家族教室の機能は変化 し続 け、地域 ・精神保健福祉の充実のため

の強化策 としての小規模作業所設立な どの役割 を担った。1980年 代後半の家族教室では、心理教

育的アプローチを用いた形態が主流 となった。

全家連が行 った全国の家族教室に関す る調査では、保健所は68.8%、 精神病院は34.1%、 精神

保健福祉セ ンターでは64。7%で 家族教室が行われている。(保 健所 は1994年 、病院 とセ ンターは

1996年 実施)そ のなかでも心理教育を用いた家族教室は、保健所52.5%、 病院55.4%、 精神保健

福祉セ ンター75%で あった(11)。家族に対す る支援プ ログラムの必要性が高ま りか ら、心理教育

が家族会 とい う枠か ら、公的機 関へと移行 しているのが分か る。

しか し、再発防止 を心理教育のみに期待す ることは危険である。家族が再発の可能性を高めて

しま う背景 には、深刻な社会資源不足の状況が指摘 されてい ることを忘れてはな らない(12)。家

族は、当事者 を支援者である と同時に、支援を必要 とす るケアの対象者である。 したがって、心

理教育を用い家族機能を社会資源 として活用 しよ うとす る姿勢は疑問である。

3.全 国精神障害者家族会連合会の変遷 と家族会の役割

1)全 国障害者家族会連合会 とは

全国精神障害者家族会連合会(以 下全家連)は 、精神障害者の家族会が全国組織化 された もの

である。全家連の設立の背景は、1965(昭 和39)年 にライシャワー駐 日大使殺傷事件が発生 し、

社会防衛 を目的 とする 「精神衛生法」の改正が行われたことがあげられ る。 この法律 に反対す る

家族会が活発な運動を展開 し、それまで独 自で活動 してきた家族会 を全国的に組織化す ることが

必要 とい う機運の高ま りから、1965(昭 和40)年 に全家連が設立 したのである。1967(昭 和42)

年 には財団法人 となり、活動の範囲を全国へと広げていった。

全家連の加盟団体は、全国に1609団 体(病 院家族会301団 体、地域家族会1308団 体)あ り、約

13万人の会員がいる。家族会の重要な機能は、①家族同士の親睦、②支えあい とい う自己回復 、

③ ピアカウンセ リング機能 、④家族である精神障害者本人への対応や病気を学ぶ相互学習機能、

⑤社会や行政へ働 きかける啓蒙 ・社会変革機能がある(13)。全家連 は家族心理教育に大 きな役割

を果た している。 この全家連の活動の一つの、学習機能 としての家族教室が存在 し、そこか ら心

理教育は発展 していった といえる。

2)家 族会の設立と経緯一法制度 と家族会活動

(1)全 家連の設立以前

家族会の始ま りは、「病院家族会」にあるといわれている。精神 障害者 の退院後の受け入れ先
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となる家族が、病気の知識 を得 る必要性が重要視 され、家族教育を 目的 とした活動が病院内で行

われ始めた。退院後の精神障害者へのケアは、地域生活を支 える社会資源が乏 しいことか ら、家

族にの しかかる負担は重 く、家族は孤独 で孤立に陥 りやすい状況であった。地域で過 ごす精神障

害者の家族のために、苦 しみ をわかち合 う場所が欲 しい とい う欲求が高ま り、「地域家族会」が

誕生する。

(2)精 神衛生法の改正頃:全 家連の設立と体系化

改正精神衛生法への反対か ら、それまで点在 していた家族会を全国組織 として連合することに

よって国に対す る発言力を強め、精神障害者や家族が置かれた状況を社会に訴 え、社会福祉 に反

映 させることが目的であった。

(3)精 神保健法成立の頃:社 会資源 を家族会が代替する時代

精神保健福祉法では、社会復帰施設の法定化があげ られていたが、努力義務が多 く、具体的な

対策 ・社会資源不足は、深刻な状況であった。家族会はその追い詰められた状況に対 して、 自ら

家族の為に、小規模作業所を設立す るとい う動きが活発になってい く。

(4)精 神保健福祉法の改正:家 族会の空洞化

作業所の設立 ・運営に疲れ果てた家族会は、家族会本来の活動 ・機能が停滞 しているとい う実

情を指摘 されている。社会資源不足を、家族会が担い役割を果た してきた ことによって、家族会

が本来持つべき家族同士の親睦、支えあいをす る余裕が乏 しく、機能が低下 しているといえる。

3)全 家連の現況 と今後の課題

全家連は本来の活動だけでなく、社会資源の不足 を補 う役割 を担ってきた。家族会は、家族 と

い う枠組みも法制度の枠組み も超えて、機能を 「肥大化」 してきたといえる。その結果、家族会

員の高齢化も伴い現在の家族会の空洞化 ・停滞 している活動は、家族会の機能の限界を示 してい

るのではないだろ うか。

今後の課題 として、家族会の限界を示すこと ・範囲を限定す ることが必要である。現在の地方

分権の時代の流れや 、多様化 したニーズに、全国組織の家族会が対応 しきるのは困難が生 じる。

地方の家族会のニーズと、中央の家族会のニーズは異なって当然であろ う。 そこで、全国組織の

会 としての限界を示す ことで、家族会の本来の 目的である家族同士の親睦 ・支 えあいの機能 を重

視することにも繋が り得 る。家族が再発の危険性 を高めて しま う背景には、深刻な社会資源不足

の状況が指摘 されている。

今後、医療環境の変化の中で、精神障害者が早期退院の促進や、長期入院者の退院が進め られ、

ますます社会資源不足は深刻化す るであろ う。 その ような中だか らこそ、家族会が法制度の補完

的役割 を果たすのではな く、家族が互いのケアの担い手ではあっても、家族はケアの対象者なの

である。

【第3章 当事者研究】

第2章 で、これ までの家族支援の理論の変遷 を述べた。 しか し、ある精神障害者当事者(精 神
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障害者 自身が当事者 と呼称することが多く、以下精神障害者を 「当事者」 と記述する)の 積極的

な社会参加 の実践の1つ に、 これまでの当事者 ・家族支援 とは異な り、「当事者研究」 とい う取

り組みがなされている。そ こでは、当事者のもつ課題について、研究 としての取 り組みがな され

てい るが、その研究過程は どのよ うなものか考え、その過程 を通 して家族支援の新たな方向性を

考えたい。

なお 当事者研 究に関しては、彼 らが記述 している表現 を生か し記述す る。それは彼 ら自身によ

り語 られた言葉が、彼 らの考えを最 も的確に表 しているか らである。

1.当 事者研究の内容

当事者が語 る生きにくさは、いくつかの要因に分けられ る。一つ 目は、彼 らの もつ障害特有の

症状である。幻聴 ・妄想な どに苦 しむ もので、二つ 目には、対人関係 が困難で苦 しみ、三つ 目は、

日常生活そのものが困難であ り苦 しみ、四つ 目に、労働 ・役割を持つ ことが困難であ り苦 しむこ

と、などが研究で挙げられている。以下に当事者研究で、取 り上げ られた生きにくさの克服過程

が分析 されてい る。その研 究例を挙げる。

研究例①は、 「被害妄想 との出会い と自立の研究」である。研 究を通 し、幻聴 とい う症状に依

存 し、空虚 さと言 う心の隙間や生きることの空 しさと言 う現実を埋め尽 くし、 自身 を避難 させる

場 として、幻聴が役割を果た していたことが分析 された。また、駄 目な 自分にしがみつき生きて

いたが、 自身で さえ受け入れ ることができなか った 自分が、周囲に 「病気のままのあなたがい

い」 と受け入れ られることで安心でき、悩むことを諦め、失 うものは何もない と気づ き、自立 し

て生 きることに向か うようになった と分析 しているq4)。

研究例②は、「感情の爆発の軌跡研究」である。欝積 した感情を爆発 させ る行為が快感 とな り、

その快感に依存 し、爆発直前には行き詰ま り=息 づま り(呼 吸困難)を 感 じていた と理解 してい

る。研究過程で、感情爆発 に至 るまでの親への思いと、家族の対処の特徴 とい う二点の原理を振

り返 り過程を明 らかに し、当事者 と家族 との相互作用で起きていた事を客体化 ・外在化 し、爆発

に至 らないですむ対処を処方箋 と称 して発見 したと分析 している(15)。

研 究例③は、「どん底の状態」 とそ こか らの 「回復過程研究」である。現実世界での絶望 と自

己への嫌悪感 を、非現実世界の症状の中でや り過 ごそ うとしていた とわか り、研究で これまでの

長い状況 ・感情を語 り、苦 しさから救ってほ しい ・周囲に理解 されたい思いを訴え、ぎ りぎ りの

選択の中ですがった対話が通 じ始 めたことか ら、 どん底 から這い上がることができ、サバイバー

(回復者)と して現実世界に戻 ることができた と分析 している(16)。

研究例④は、この研究を通 して、「居場所 ・自分探 し」 をしていた自分 と、病気は 「『がんば り

ずむ』から自分探 しの標識の ような役割」をしていたことがわか り、苦 しい症状をな くそ うとせ

ず、逆に症状 を自分自身の居場所 として存在 を認めた。 さらに、病気になってか ら頑張 りをや め

ること ・関わ りを持つ人が増 えたこと ・家族の求心力が戻った ことを肯定 し、生きていくために

無理をしない歯止め としての病気 と意味付けすることによ り、病気である自分を肯定的に認める

ことに至った、と分析 されている(1η。
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研究例⑤は、数々の感情暴走や リス トカ ッ ト(手 首を切 る行為)な どの症状は、虚 しさからの

逃避行動であることが理解 できた とする研究である。そ して、親元を離れて充実 した毎 日を過 し

て も、安定 した 日常を壊 し暴走 し逃げ回る、 自分の行動の特徴や背後にあるものを分析 し、幼少

か ら親の絶対的評価を勝ち取ってきた結果に依存することか ら、強迫的に人の評価で生 きよ うと

する自己が浮かび上が り、そ うした 自身の感情を自覚す ることが辛いために、様々な行動で回避

してきたことが分析 されている㈲ 。

研 究例⑥は、 自己虐待研究で、自己虐待 と破壊行為で他者への コン トロール欲求を示 していた

ことが明 らかになった。 自身のライフイベン トを振 り返 り、 自己虐待の事実 と家族背景の経過 と

課題を明確に客体化 ・外在化 し、現在の 自己虐待への介入方法を得 るまでに分析 されているq9)。

この当事者研究で明 らかにされた内容から、家族支援に焦点 を絞 り、考察する。

2.当 事者研究目的に挙げ られている 「家族 との関係」

当事者の語 る内容に、家 族 との関係 はどう描かれているのか。生きに くさの克服過程 と、家族

との関係や距離は どうなのだろ うか。

研究例②は、「爆発」のメカニズムを研究 して自分 と家族 を幸せ にしよ うとい う目的の もので

ある。 自身の不満 ・不安のはけ口を、自身の存在の根源になっている親に向け、その親が 自分を

愛 し気 を遣 うがゆえに安心 して 「爆発」 し親の愛情を確認 している。そのよ うな自身 と親 の関係

性 を認識 し自己嫌悪に陥 りなが ら、また不満 ・不安を蓄積 していくとい う悪循環を呈 している。

別の自己研究例でも、 自己の存在価値が危 うい状況に陥った当事者が、家族 に 「なぜ生んだ」
'

と、無条件の愛情欲求を家族にぶつけている。研究例 自身にとって、完壁で 目指す存在である親

への価値が変化 した とき、家族 との境界が曖昧な自我領域の中で、自身の存在欲求や 自己実現へ

の価値 を、「夢を壊 さないで」 と親にぶつけているとも考えられ る。また複数の 自己研 究例か ら、

幼児期の様 々な症状 は、親 を始め家族への愛情欲求のサイ ンであ り、自己研究例の取 ってきた

様 々な行動の背後には、言 いようのない不安 と無条件 に愛情を得たい ・承認 されたい欲求であっ

たことも具体的に表現 されている。

一方
、家族 も当事者への接 し方がわか らず、当事者に気 を遣いハ レモノに触 るよ うに接す るこ

とや、当事者 に感情 を伝 えられないことか ら物質的に充足 させ よ うとす るな ど、「そっと してお

く」対応を試み るな ど、間接的に関わろ うとしている。非常に困難な状況に どう対応 したらよい

のかわか らず混乱 した り何 とかや りす ごそ うと感情を抑えた り、逆に感情を表出させた りしてい

る状況にある事が理解できる。

しか しこの対応が、逆に当事者 に家族 との距離 を感 じさせ、家族内においての自己効力感 を阻

害 している。そ して、愛情 ・承認 ・傍にいてほしい ・対話が したい ・自身の決定 を尊重 してほ し

いな どの欲求 を募 らせている。 同時にその欲求への家族の反応を確認 したいとい う欲求 ・不安を

募 らせている。 さらに家族 との関係性の中で自己存在を認めてほ しいなどのス ピリチュアルニー

ドを訴え対話 を試み、感情が抑 えきれず困難な状況をひきお こしてい るとい う状況も読み取 るこ

とができる。
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このよ うな関係性 の中の生きにくさを克服する過程で、当事者 がその家族 と物理的 ・心理的に

距離をお く場合 も多い。 しか しこ うした当事者 の生きにくさやその克服過程では、1章 ・2章 で

述べてきたように、家族 も何 らかの苦悩を共に背負 ってお り、距離 を取ればすむ問題ではなく、

当事者 と共にその生きに くさは克服 されるべ きである。そ こで、ここで述べ られている当事者研

究か ら得 られた結果を、家族支援に生かす ことを考え以下に述べる。

3.当 事者研究か ら家族支援に生かす

1)強 化(ス トレングス)モ デル とエンパワメン ト

当事者研究では、 「語 ることで強くなる」 と述べ られているように、語 りによ り当事者が強 く

なる姿が顕わである。 当事者の、苦悩 ・弱 さ ・葛藤 とい うマイナス経験は、語 ることでポジテ ィ

ブな経験にな り、弱 さを強 さに変 えることが可能になっている。 自分 自身の病気 ・人に聞こえな

い幻聴 ・理解 されない妄想や、それ らによ り苦 しみ ・家族内で起きている混乱の過程 を、不特定

多数に語 りなが ら、分析 も文責も自分 自身で行 う。 この考え方は、社会福祉の援助技術の一っで

ある、強化(ス トレングス)モ デル に共通す る。三品によると 「病理や欠陥に焦点 を当てるので

はな く、クライエ ン トの強 さや健康な面に焦点を当て ることを重視 し、クライエン トの生活 目標

を達成す る事を第一 とする、クライエ ン ト主導モデル」 ⑳ と、説明 している。精神 の病気や障

害があ り、苦 しんでいる状況を嘆 き注 目するのではなく、今できることを見出 し、どうすれば今

のまま生きてい くことが可能になるか、 とい う可能性を引き出す方向へ と視点の転換 を図ること

により、当事者はエンパ ワメン トされてい くといえるのではないだろ うか。

2)「 あるがままのその人を受け入れる」ス トレスコー ピング

当事者の研究の中で、 「病気 ・障害か ら引き起 こされ る症状があるままの自分 を受 け入れて も

らえ変わることができた」 「症状 があることで家族 との相互作用で起 きた ことを客体化できた」

「日常生活上、現実世界が苦 しくなった時に、 自分 自身で作 り上げる逃げ場 としての症状 ・辛 さ

か らの逃げ場である症状 を認 める」などが起 きていることがわかる。

ここか ら考えられ ることは、当事者は人生の中で、かな り長 く、辛いことが起 きると、病気や

そこか ら引き起こされ る症状に逃 げ込む とい う対処(coping)を 身につけ、こ うした障害特有の

症状 にとらわれ、いわゆる一般的なス トレス対処(stresscoping)を 持 ち合わせていない と言え

る。 また、障害特有の症状の歴史か ら、 「その症状 もあってのその人 ・その病気か らくる症状 も

その人の心の一部」 となっている。であれば、障害特有の症状 を排除 ・否定す る関わ りは、その

人 自身を排除 ・否定することにも通 じ、当事者 にとっては苦 しく不安 になるのではないだろうか。

自身が苦 しいときに逃げ込む症状がな くなると、単に楽になるのではなく、突然大 きな不安に襲

われ買い物衝動に駆 られ、飲酒に逃げ込むなど、不安衝動は様 々な反応を引き起こす。 こうした

事柄から考えて も、精神障害特有の症状 をなくすのではな く、 うまくつ きあ う対処 を考えるほ う

が良い。 この当事者研究か ら、当事者同士は、決 して批判 ・非難 されない とい う環境で、心を開

き自信 を持 ってい く絶対的信頼の過程にあることが分かる。彼 らの持つ関係性 は、 どこまでもど

の ような状況で も 「自然のそのままで人を受 け入れ、孤立 させず 、評価 しあわない関係性 の社
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会」である。 「あなたはそのままで良い」 とい う強烈なメッセージがある。それは、健康な状況

に戻 ろうと無理をせずに、今ある症状 とともに生 きていくカ をつ けていくとい う対処に焦点を当

ててい る。幻聴な どの症状に対 して、「幻聴 さん」 と人称化 し、その人の一部 として認め ること

で、その症状のあるその人自身を丸 ごと認めることに繋げている。そ して 「症状も失敗も認 め受

け入れ る」 とい うこのコー ピングは、障害特有の症状をユーモアで笑い飛ばすカさえ持たせて し

ま うのである。

3)当 事者研究を家族支援に生かす

この考え方を家族支援 に生か し考えてみる。 当事者研究では、苦 しい中か ら語 ることで当事者

は強められ、現実に向き合い折 り合いをつける対処がで きると理解 した。 当事者研究では、こう

した対処 を行 う当事者の姿を看守ることで、家族 自身 も強め られ ていくことがわかる。それは、

当事者が何 かに躓 いても家族が 「転ばぬ先の杖をつ く援助」 をす るこのではなく、「転ぶことも

当事者の権利」 と看守 る姿勢でいることか ら生まれ る強 さである。 こうした事を繰 り返 し経験す

ることで、家族 は自分 と当事者 との関わ りを見直す きっかけを得ている。家族が苦 しむ当事者 を

看守 ることは容易ではない。それは自己研究で語 られているよ うに、家族 も当事者 と共に悩みに

踏み とどまる力が必要になる。 「踏み とどまる力」 とは、「待ち ・忍耐す る力」 を意味 し、 「悩み

に踏み とどまる力」で もある。

当事者が主体的に社会活動を している団体では、家族会がな く、家族のかかわ りがない ものも

ある。 また家族 を近 くに呼び寄せ ることもせず、あえて遠方で離れたままに当事者への支援が行

われる団体 もある。 当事者の 自立過程 において家族が傍 にいると当事者の代弁を行い、当事者の

自立が阻害 され るとい う考 え方をこれ らの団体はもっている。

しか し当事者の 自立の過程 に、家族が不要なのではなく、家族のことを考えた活動であると考

える。 当事者の 自立過程において、家族 と物理的な距離 をお くことで、同時に双方の関係 は心理

的距離 も得 られ、そのことにより互いに関係 を客体化 し分かち合 う機会を得 ることができる。ま

た距離をお くことで、当事者の 自立協力者 としての家族ではな く、初めて 「家族」 とい う当事者

になることが可能にな り、辛かったこれまでの 「家族」とい う当事者の歴 史をふ り返ることや、

当事者の様々な感情を吐き出 し、当事者に遠慮なく、不安も思いき りぶつけることも可能 になる。

そ うした当事者研究よ り作 られる過程があるように家族 とい う当事者もまた、自己の苦悩 を語 る

とい う過程を経て強められてい く(エ ンパ ワメン ト)こ とが可能になる。その過程を経験 して積

み上げることによ り自信の回復に繋がることが、当事者研究の中でも語 られてお り、これ も当事

者 としての家族 にも家族支援 として可能 となる考え方ではないか と考える。家族 は、これまでの

経過 か ら考えて、支援 を受ける中で新たな対処能力 を身 につけ ・強め られ る必要 もあ る 「当事

者」である。当事者 としての家族は、批判 ・非難 ・評価 されない、孤立 させない、 自然なそのま

まで受け入れ られ る関係性の中で、「精神障害者 とい う家族 をもった当事者」 としての苦悩 を受

け入れ てもらうことが必要なのではないだろ うか。そ うした安心 ・絶対的信頼感のある関係性を

持つ ことができる環境を、専門家は提供することが必要である。
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【まとめ一当事者研究か らみた家族支援のあり方一】

精神障害者の家族が、強いられてきた負担を、様 々な方面か ら検証 した。歴史的には治療協力

者 として期待 され、まだ当事者の人生 と偏見のスティグマを、家族 とい う小単位 で支え、支援を

受 ける機会は乏 しい現状がある。家族は、病因 とい う負担を背負い、精神障害を作 り出す として

治療対象 として経過 し、支援対象者 として位置付け られたのは、ごく最近である。家族会は、社

会資源不足を補完することに重きをおいたため、支えあい機能不足 とな り、相互の支援を請合 う

ことが困難な状況が続いている。 また精神障害は、思春期に発症す ることが多いため、心理的な

母子分離不安の状況のまま、障害のために精神的 にも経済的にも家族に依存 していくことになる。

当事者研究者たちのよ うに、あえて家族が 当事者 と物理的に距離を取 り、当事者 としての家族 自

身が 「どの ような人生を送 りたいのか」 「どんな目的 ・希望をもって生 きてい くのか」な どを、

真実の 自分の姿 と逃げ場な く向き合い、 「これ までの当事者 としてもつ弱 さを繋 ぎ絆 にす る」 と

い う要素で当事者 としての家族の語 りを聴 きき り、当事者 として強まるよ うにとことん支援 され

る実践が行われているとい う発想 を、家族支援にも生かす ことができるのではないかと考える。

今 回、 当事者研究 を分析 し家族支援 に生かそ うと考えた事 で、当事者 と家族 が 「援助す る家

族」 と 「援助を受ける当事者」 としての関係性 ではなく、 「共に強めあ う ・分かち合 うとい う、

新たな関係性」が家族 の中で再構築 されてい く過程を理解するに至った。 さらに当事者研究者同

様、語るプロセスを通 して、家族 も語 る楽 しさ ・心地よさを感 じ、環境を支援に用いることによ

り、その心地 よさをステ ップに力を得て、人権 を再復古 し人生の楽 しさ ・豊かさを回復す ること

も期待できると考える。

当事者の 「精神障害特有の症状をな くそ うとせず に、障害 とうまくつ きあ う姿」を知 り、 「病

気は治す ものでな く、生かす もの」「妄想 はな くす より伝 えるもの」 として、弱 さを逆に強 さに

変 えてい く過程に、家族 も 「生かす病気」 「伝 えられる妄想」 として受け とり、寄 り添い向 き合

うことができるなら、新たな家族関係 としての共生が可能になる。そ うした 自然なあるがままを

受 け入れる当事者の姿か ら、家族 自身 も治療協力者 としてがんばるのではなく、その過程を共に

歩む一人の当事者 としてのスタンスを自己の中で確立することができ うる。そ うす るためには、

あえて物理的に距離を保つことも必要 となる。一人の当事者 とい う 「個」 としての受 けいれ られ

た とい う経験は、家族 とい う当事者グループ として、互いにそれぞれの感 じている弱 さを繋ぎ合

い認 め合 うことで、その弱 さの絆を強さに変えることも可能にな り、相互支援を行 うことも可能

である。援助者が こうした環境 を提供す ることが家族支援に繋がると考える。

今後 も当事者である家族が強められてい く過程を生か して、その家族支援 と具体化す ることを

考えている。真の家族支援やエンパ ワメン ト過程を構築 ・提言す ることができるように、様々な 一

立場の当事者の語 りを聴 き、関わ りを通 し、実践的に考えることが必要である。

最後に当事者団体の強烈なメッセージを掲載す る。 ここに大きなケア リングの要素が含まれて

いる。 「精神障害者は関係の病 と言われ 、自分 との付 き合いが うま くいかなかった り、周囲 との

人間関係が豊かでなくなった り苦労 している。だから自分 と向き合 うこと ・人 との繋が りを大切
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に 日 々 生 活 し て い る 。 こ れ は 全 て の 人 の テ ー マ で あ る こ と を 伝 え た い と思 い 、 地 域 で の 活 動 に 積

極 的 に 参 画 し 、 得 た 人 と の 交 わ り の 豊 か さや 自 分 と の 安 心 で き る つ き あ い 方 を 伝 え て い る 」(浦

河 べ て る の 家 「賛 助 会 員 募 集 案 内 」 よ り)
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